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（
総
務
委
員
会
）

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
五
号

（
衆
議
院
送
付
）

）

要
旨

本
法
律
案
は
、
人
事
院
の
国
会
及
び
内
閣
に
対
す
る
平
成
十
七
年
八
月
十
五
日
付
け
の
給
与
改
定
に
関
す
る
勧
告
に
か
ん
が

み
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
俸
給
月
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
並
び
に
非
常
勤

の
委
員
、
顧
問
、
参
与
等
に
支
給
す
る
手
当
の
額
の
改
定
、
昇
給
の
制
度
の
改
定
並
び
に
地
域
手
当
の
新
設
及
び
調
整
手
当
の

廃
止
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
全
俸
給
表
の
全
俸
給
月
額
を
引
き
下
げ
る
。

二
、
俸
給
表
の
級
構
成
及
び
号
俸
構
成
を
改
め
る
と
と
も
に
、
俸
給
月
額
を
改
定
す
る
。

三
、
扶
養
手
当
に
つ
い
て
、
配
偶
者
に
係
る
支
給
月
額
を
一
万
三
千
円
に
引
き
下
げ
る
。

四
、
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間
〇
・
〇
五
月
分
、
期
末
特
別
手
当
の
支
給
割
合
を
年
間
〇
・
〇
五
月
分
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上

げ
る
。

五
、
職
員
の
昇
給
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
日
に
、
同
日
前
一
年
間
の
勤
務
実
績
に
応
じ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
期
間
の
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全
部
を
良
好
な
成
績
で
勤
務
し
た
職
員
の
昇
給
の
号
俸
数
を
四
号
俸
等
と
す
る
。

六
、
新
た
に
地
域
手
当
を
設
け
、
当
該
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
水
準
を
基
礎
と
し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮

し
て
定
め
る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
等
に
対
し
、
俸
給
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
地
域

手
当
の
級
地
に
応
じ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
か
ら
施
行
し
、
二
、
五
及
び
六
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


